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入 会 林 野 と 山 郷 集 団
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は じ め に

入会林野uは 原初的には入会権を有する数か村の共同利用形態すなわち総手的共有で,

山郷集団'1を 単位とする生活空間の拡が りの中で集団の構成要素 としての役割を果たして

いた.入 会林野の起源に関 しては画一的に論ずることができないが,大 部分は申世後期か

ら近世初期にかけての地域的秩序の中での形成 と考えられる.し たがって近世における山

郷集団に含まれる村落は個々の領主支配 とは無関係にブロック単位に中世からの入会権を

継承 した.各 時代を通 じて農民生活にとって入会林野は秣,刈 敷肥料,さ らには燃料,屋

根材などの供給源 として必要不可欠の存在であった.

しかしながら近代になると入会林野は解体への方向をたどることになる.解 体過程の一

形態である山割(村 別割,戸 別割)は 近世すでに進行してはいたが3},と くに明治20～30

年代になって解体傾向が著 るしい.解 体に影響を与えた主な ものは地租改正による土地の

官民有区分と町村制施行とい う制度上の強制と金肥の普及である4).近 代における入会林

野は水利のように地域集団の紐帯 としては強い作用を果たすことが少ないといわれる.そ

れは農民生活の中での相互の意見対立や関心の低 さに もよるが,政 府のとった入会林野に

対する施策が きわめて不徹底で,一 貫性を欠 き,た めに入会林野をなしくず し的に崩壊 さ

せ,強 い紐帯とな しえなかったからである.

奈良盆地周縁には鉢石山,大 木山(奈 良市),高 橋山(天 理市),巻 向山,粟 原山(桜

井市)な ど多 くの入会林野が存在 し,そ れぞれ山郷集団を構成す る平地農村 と地域的に結

合 していた.本 稿は万歳山(北 葛城郡当麻町)に 例をとり,入 会林野の起源か ら解体にい

たるまでの過程を山郷集団との関係において明らかに してみたいと考える.

1.地 域 の 概 要

万歳山63町3畝 は万歳郷野山と呼ばれ,二 上山の南方にあって,金 剛山地東斜面を東流
くまたに

す る短小河川である熊谷川の上流に広がる入会林野である.熊 谷川の河谷に沿っては大和

と河内の富田林を結rte¥平石峠道が通 じ,万 歳山はその北側24町3反1畝1歩(竹 内1754番
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地),南 側38町7反1畝29歩(竹 内1753番 地)の 両側 に展 開 して い る.平 石 峠道 は古 代 以

来,主 要 街道 で あ った 竹 内 街道(初 瀬 街道)の 南 側 に 通 じ,こ れ に 対 す る補 助 的 役 割 を果

して きた.

近 世以 来,こ の万 歳 山 に 入 会権 を有 して い た の は竹 内 ・長 尾 ・木 戸 ・尺 土 ・当麻 ・中 ・

大 橋 ・勝 根 ・今 在 家 ・市 場 ・池 田 ・岡崎 ・大 谷 ・北 角 ・野 口 ・西 代(西 台 ・西 田井)・ 鎌

田 ・五位 堂 ・磯 野 ・築 山 ・瓦 口 ・別 所 の22か 村 で,こ れ らは 万歳 山 山郷 と総 称 され た(第

1図).近 世 初 期 に は 築 山 と北 角 は と もに大 谷 村 に 含 まれ て い た.築 山 村 は や が て大 谷村

か ら分離 独 立 したが,北 角 は近 世 を通 じて北 角方 と して大 谷村 の 巾 に と ど ま った.ま た西

代 は 近世 初 頭 に は受 検単 位 村 で あ った が,や が て 西 代 方 と して 野 口 村 の 中 に 包 含 され た.

当麻 ・中5)・ 大 橋 の3村 は 明 治20年(1887)に 合 村 して 当麻 村 とな る まで それ ぞ れ 独 立 村
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で あ っ たが,村 領域 は 相 互 に 錯 雑 して い た.こ れ ら22か 村 の うち瓦 口 は安 永7年(1778),

別 所 は寛 政3年(1791)そ れ ぞ れ ヒり山 と し,入 会権 を放 棄 したB).放 棄 の理 由 は 明 らか
おばら

でないが,粟 原川1二流の粟原山に入会権を有 して い た大福 ・西之宮 ・新堂 ・桜井 ・上之

宮 ・谷 ・河西 ・川合(桜 井市)の8村 が明暦から享保までの間(1655～1736)に 相ついで

人会権を放棄 した例7)の ように入会林野の経済的効果をめぐって由年貢の負担と入会林野

までの距離の間に保たれていたバランスに変化を来たしたためであろうと考えられる.瓦

口,別 所両村 とも万歳山からは5kmの 距 りがあり,そ れぞれの領域内に林野を含んでい

た.

したがって入会権を近代まで存続 させたのは20か 村である.明 治22年(1889)の 町村制
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第1表 万 歳 山 の 山 郷
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施 行 に と もな い 竹 内 ・長尾 ・木 戸 ・尺 土 は 磐城 村,当 麻 ・勝 根 ・今 在 家 は 当麻 村,lr∫ 場 ・
おかにし

池田 ・岡崎 ・大谷 ・野[は 陵西村,鎌 田 ・五位堂は1_位 堂村,磯 野 ・築由は磐園村にそれ

ぞれ編入され,万 歳山は陵西村外4か 村入会地 として維持 され ることになっ た.こ の 入

会地の領域はいずれの行政村に も含まれず,行 政上未整理のまま長 く残存 した.昭 和30年

(1955)に は当麻村7.30km2,磐 城村7.5gkm2,計14.8gkm2で あった ものを,同31年

(1956)に は当麻 ・磐城両村を合併して成立 した新当麻村(昭 和41年 〈1966>年 町制施行)

に入会地を加えて16・26km2と し,よ うやく行政的に も整理を完了した .な お戦後の町村

合併進行の中で,昭 和31年(1956),陵 西村は大和高田市に編入され(磐 園村はすでに昭

和16年<1941>当 時の高田町に編入),五 位堂村は二上村,下 田村,志 都美村とともに香

芝町を構成 した.こ のように万歳山の山郷集団は明治行政村の枠組 とは不整合で,入 会林

野が行政的結合の紐帯 としての役割を果 していないことを物語っている.
し め

これ らの地 域 は古 来,染 野(当 麻 町)に 鎮 座 す る葛 城 二上 神 社 の氏 子 圏 に含 ま れ て い

た.か っ て そ の氏 子 圏 は葛 下 郡66か 村 を含 む広 大 な もの で あ っ たが,漸 次 そ の範 囲 を縮 小

し,今 日で は 新 在 家 ・加 守 ・染 野(当 麻 町),田 尻 ・関 屋 ・穴 虫 ・畑 ・磯 壁 ・良 福 寺 ・五

位 堂 ・瓦 口 ・別所(香 芝 町)の12大 字 を含 む に す ぎず,こ の うちで か って の 万歳 山lLl郷 に

含 まれ る もの はIL位 堂 ・瓦 口 ・別所 の3か 村 の み で あ る.な お,木 戸 ・長 尾 ・尺 土 ・八

川 ・竹 内 を氏 子 圏 とす る市 彬 瀞 申社(長 尾 神 社)は 八 川 を除 い て い ず れ も万歳 山 山 郷 を含

ん で い る.

2.万 歳山形成の歴史的背景

中 世,こ の地 方 は2295町1反72歩(広 瀬郡461町7反240歩,葛 下郡 北 郷1124町9反120
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歩,南 郷708町4反72歩)に 及ぶ大庄園であった一一乗院領平田庄の範囲に含まれる8'./¥

小性が顕著である畿内庄園の巾にあって大和園長川庄や伊賀国黒田庄 とともに平田庄はそ

の規模,構 造の上か ら畿内周辺型庄園に属する ものであった.も ともと摂関家領であった

ところか ら庄司等が近隣の寺院領の田堵を寄人 として負籠田を募 ったか らである9).在 地

の豪族 として擁頭した万歳(万 財,満 西)氏 は平田庄の庄官で,高 田(当 麻),岡,布 施

各氏とともに八庄官の…つにあげられていた.こ れら一乗院方の国民であった庄官はやが

て在地領主化して平田党を結び,乾 党(筒 井氏を首領),散 在党(越 智氏),長 谷川党(十

市氏),中 川党(箸 尾氏),南 党(楢 原氏)と ともに六党 と呼ばれて互いに抗争をっづけ

た.同 じ平田党の内部にあって もそれぞれは勢力圏の保持,拡 張にか らんで拮抗 し,万 歳

氏は東の高田氏10),北 の岡氏川,南 の布施氏12)と絶えず衝突を くりかえした.

万歳氏の城館は今日,市 場(大 和高田市)領 域の小字中藪の うちの城藪 と呼ばれる一画

にその遺構をとどめている.こ の遺構の東に接続する名倉北池は明治13年(1880)の 築造

にかか るもので,第2図'り によって も明ら

かなようにそれ以前は城館付近の全遺構が 至池田

残 され て い た,城 館 は 当 時,城 山畑 と呼 ば

れ,南 北52間(93.6m),東 西38間(68.4

m)の 区画 で あ っ た.そ の周 囲 は城 堀 と呼

ば れ,西 側 で10問8尺(19.4m),南 側 で

3間5尺(6.3m)幅 の 濠 が め ぐら され て

い た.さ らに その 東 側 に は南 北27間(48.6

m),東 西10間(18m)の 区 画 や源 三 郎[IJ

と呼 ばれ る細 長 い 区 両 さらに 南 側 に は小 城

山 は呼 ば れ る区 画 な ど いず れ も地 盛 の 箇 所

が 残 され て い た.い っぽ う竹 内峠 北 方 の河

内 との国 境 の 山頂(297.7m)に は山 城 を構

え,戦 略 上 の基 地 と して 郷 域 をか た め てい

た.一 ・族 に は万 歳 南,万 歳 北 井,万 歳 西,

西 田井,北 角諸 氏 の名 が あ らわれ るが,こ

れ らの各 氏 の城 館 跡 を今 日 それ ぞ れ明 らか

に す る こ とは 困難 で あ る.西 田井 ・北 角 両

氏 に っ い て は集 落 名か ら城 館 の位 置 を あ て

は め る こ とが で きて も万 歳 南,万 歳 北 井,

万 歳 西 各氏 の そ れ に つ い て は そ の位 置 を決

定 す るに は 確 証 が え られ な い.た だ い ず れ

をい ず れ に あ て は め る こ とは で きな い に し

て もと もか く城 館 の遺 構 と考 え られ る もの
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第2図 万歳城館跡 明治13年(1880)

池 田区有地図よ り

に 次 の場 所 が あ げ られ る.一 一つ は市 場 領 域 の西 垣 内 の… 画,他 は野r領 域 の小 字 ガ ブ ヤ畑

の うちの城 畑 と1呼ば れ て い る一 画 で あ る.前 者 に あ って は50m四 方,後 者 に あ って は75

m四 方 のか っ て濠 に よ って め ぐ ら され て い た区 画 が 復原 で き る(第3図).

中 世 後 期 の万 歳 氏 の勢 力 圏,万 歳 郷14)の 範 囲 を 明 らか にす る こ とは 困 難 で あ るが,「 大

和 志 料 』 に は 「当麻 ・染 野 ・今在 家 ・鎌 田 ・勝 根 ・大 橋 ・中 ・野[・ 市場 ・池 田 ・大 谷 ・

築 山 ・神 楽 ・有 井 ・岡 崎 ・大 中 ノ十 六 村 ヲ惣 称 ス,已 廃 ス」 とあ って先 述 した近 世,万 歳

噸
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山に入会権を有 した22か村の郷域 とは若干齪齋している.共 通してい る の は 当麻 ・今在

家 ・鎌田 ・勝根 ・大橋 ・中 ・野口 ・市場 ・池田 ・大谷 ・築山の11か村である.染 野につい

ては明治初年のr万 歳 山誓約書』15)に 「(万 歳殿)御 落城之際,林 山及牧畜場 ヲ大橋,染

野,鎌 田,野 口,西 中村 ノ五ケ村二御支配被命候」 とあって当初の山郷に加わっていたこ

とを物語っている.

平沢清人は近世の入会権を発生史的にとらえると,

(1)庄 園,郷 領主の山林支配権がそのままの形で近世に移行したと思われる場合,こ れ

らの場合は入会権村落がはなはだ広大 となる.

(2)近 世的な村落形成過程で,と ころの代官の支配範囲を中心に入会権の確立 したと思

われる場合.

(3)地 侍(名 主)の 名田についている採草地がそのまま近世の入会地 となった地付入会

(先刈)地.

(4)近 世になって成立 した貸山より生 じた入会山.

のようになるとしているisｺ.

万歳山の場合・その原型は少 くとも近世以前に形成 されていたことが明らかで,平 田庄

さらに万歳氏の勢力を背景 としなが らやがて入会権を有する村落の枠組すなわち山郷集団

が次第に定着 してきたと考えられる.上 記区分(1)の 例に属 し,近 世初頭において枠組に

多少の変更があったとして も全体としては郷山として継承 され,近 代に至 った ものと考え

られる.

3.近 世 の 万 歳 山

万歳山は 「池田村明細帳』(正 徳2年 〈1712>)』(池 田区有)に 「万歳郷野山壱ケ所,

但二十ニケ村立会二御座候」とあるように近世中期にはすでに22か 村の山郷集団が形成 さ

れていた・前述のr万 歳山誓約書』17)によれば,「 万歳郷ニテハ農業必用タル肥料及牛馬

ノ飼草二乏キ故・右五ケ村(大 橋 ・染野 ・鎌田 ・野口 ・中)二 依頼之上,当 郷中工右野山
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貰請ケ候処,幾 年 ヲ経,延 宝年中御検地被可相成処,前 記五ケ村 ノ山林高九十 看二石 ノ内二

関入有之二付,願 済之上,御 赦免二相成」とあって,延 宝年間(1673～1681)よ り11:式に

万歳山山郷22か 村が成立したことを物語 っている.た だ染野村がなぜ この集団から離脱し

たかについては明らかでないが,中 世後期の万歳山の範囲は近世のそれよりも広 く,染 野

村はその他当麻 ・竹内各村などとともに入会林野の一一部を領域内に紐み入れ,山 付にした

のではないか と考えられる.万 歳山は もともと郷民の肥料,秣 用の採草地で農業生産の上

から不可欠の存在であった.r大 谷村明細帳(享 保9年<1724>)』(大 谷区有)に

百姓柴取場之事

羽柴陸奥守様御墨付御座候而字万歳由と申隣郷村数弐拾弐ケ村草苅申 ヒ候山御座候,

大谷村 も村数之内,道 法壱璽余,未 申之方二御座候,([(入 用毎年割掛 リ申候,

とある.

入会権の村別割の単位は鎌数 と呼ばれ,全 体で鎌数450で あった.入 会権を放棄 した瓦

日村が15,別 所村が18の それぞれの鎌数を有 していたか ら以後20か 村では417の 鎌数であ

った18i.そ の他の各村ごとの鎌数については記録がなく,不 明であるが,若 干の変化を来

たしながら明治中期の鎌数に推移していると考えられる.そ れによれば鎌数合計411で,

もっとも多いのが五位堂 ・野口(西 代を含む)の40,つ づいて鎌田の39,磯 野の38と なっ

ている.も っとも少ないのが岡崎の2,つ づいて木戸,今 在家の5で あって(第2表),

その基準については明らかでない.

人会林野の荒廃を防 ぐために山の口明期問,使 用道具の種類 ・数量,伐 採上の制限など

にっいて村落問に定められた取為替が多くみられる.万 歳山の場合,次 のような定書によ

って樹木の濫伐を防こうとしていたことが知 られる.

定 書
一一字萬歳山 ト申野山之儀者,往 占ん 式拾威ケ村立會之郷野山二御座候,往 占β上木之儀

者,鎌 取苅取候儀者,前 く5年 中勝手次第二苅取候儀,在 来二御座候処,近 来郷中村

方J小 前之者 とて心得違二而,鶴 砦(鶴 嚇)ノ とん鍬或者平なんば鍬杯持候而,株

根掘起候者 も在之候様二口相聞候様に御座候,此 儀1者前 く従御公儀様堅御停止二被仰

付候儀二御座候,其 上年Z土 砂御奉行様年 く両度宛御廻村之節に も,縦 面 く持林之山

たりとも観蕎 とん鍬杯持候而株根掘起候儀者,御 停止被仰渡候御儀二御座候,右 之通

二候問此度杯掘候儀相改,郷 中申合セ以来右躰(体)之 道具持候而野山江行候儀者,

堅相成申間舗(敷)候 間此以来心得違之者在之候而,申 定之儀相背候者杯山郷二而只

く壱人たり共在之候而,郷 巾申定置候趣相背於在之候者,過 料として米r石 宛二相極

メ申候,萬 一一申定相背候上過料米出し兼候者二候共,本 人二不拘村役人5相 辮,急 度

申定メ之通二其年番村江相渡可申候,自 今申定之儀,此 度相改候上者御互二急度相守

呵申候,依 之郷中一統 心得違無之様申定置候通,蓮(連)印 定書如件

寛政七卯歳四月

(1795)

但し前交之通相定候儀,相 背候者在之候而膿二見届候者,郷 中何之村方之者二而 も,

其村役人江急度相届ケ候f.,其 年番村役人江相達 シ候者江,褒 美 として其人江r石 之

内,分 米五斗宛相渡 シ可申筈二申定置候

当麻村,大 橋村,中 村,勝 根村,今 在家村,鎌 田村,西 台(代)村,野 口村,五

位堂村,北 角村,大 谷村,築 山村,池 田村,市 場村,岡 崎村,磯 野村,尺 土村,

木戸村,長 尾村,竹 之内村

瓦 口村,別 所村之儀者,追 而御相談申候而加筆仕度候問,無記(池 田区有文t7)

4
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幕府直領 郡山藩領 水口藩領 壬生藩領 御所藩領
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z∫ 〃 ノニ
/////f/i
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ト
XXX

xxx

XXX

000

00C

Oop

旗本 旗本 旗本 旗本

(北見)領(小 堀)領(大 久保)領(間 宮)領

①竹内
⑤当麻

⑨勝根
⑬池田

⑰野口
⑳磯野

第4図 領 主 支 配 の 変 遷

旗本 旗本

(水野)領(桑 叫)領.
(両家を含む)

②長尾

⑥大橋
⑩五位堂

③木戸

⑦ 西(中)

⑭大谷
⑱西代(西田井)

④瓦口 ⑤別所

⑪鎌田
⑮北角

④尺土

⑧今在家

⑫市場
⑯岡崎

⑲築山

覇

近世におけるこの地域の領主支配は分割されていて,寛永期に7領 主,元 禄期に6領 主,

安政期に5領 主にわた り,山 郷集団は近世の藩政村の所領関係とは全 く結びつかない(第

4図).こ のことは前時代か らブロック単位に継承されてきた地域集団で歴史的地域の遺

構であることを物語っている.

4.近 代 の 万 歳 山

入会林野のうち村中入会は内野,内 山,村 山などと呼ばれて入会 とは呼ばれない場合が

あ り,数 か村が共同利用する場合だけをとくに入会と呼ぶ場合が少な くない.こ のような

形態は数村持地入会,村 々入会などと呼ばれる.こ の中には筆者が先に報告した奈良盆地

東北縁の鉢石山!9の例のように近世の割山制度が近代になって私有地化することによって

解体 したものや今 口もなお財産区 として数か村(大 字)に よって共同管理されている奥山20)

(奈良県宇陀郡室生村および山辺郡都祁村)の 例がある.本 稿がとりあげた万歳山の場合

は明治巾期に地上権が設定 されたものの全面的に解体したのが戦後になってであ り,こ の

点に特殊な解体過程が認められる.

明治5年(1872)9月,「 地券渡方規則」(大 蔵省達第126号)に よって入会林野は公

有地とな り,払 下予定地 として取扱われた.し かし払下は入会林野と農民生活 との結合を

無視するもので,公 有地の払下が事実上,不 可能であることにかんがみ,政 府は明治6年

(!873)3月,「 地所名称区別法」(太政官布告第114号)に よって従来の公有地を官有地,

公有地に区分 し,こ れに私有地を加えて三種に大別し,入 会林野のように官民有区分の明

確でないものを公有地に編入した.と ころが同年7月 の地租改ｺr法 に付随する 「地租改正

条例」(太政官布告第272号)の 施行によって公有地 という中間制度が許されな くな り,明

治7年(1874)11月 の 「地所名称区別改正法」(太政官布告第120号)に よって公有地は民

有地第一種あるいは第二種または官有地第三種に編入されることになった.入 会林野は 「

人民数人或ハ数村所有 ノ確証アル学校 ・病院 ・郷倉 ・牧場 ・秣場 ・社寺等官有地ニアラザ

ル土地」として民有地第二種に編入された.こ の改正は以後始 まる官民有区分事業に引 き

つがれることにな り,政 府による官有地の拡大がはかられることになる.入 野林野に関 し

て当初,農 民を比較的保護する態度をとってきた政府の方針がここに…変する こ とに な

り,以 後の入会林野の所有権をあいまいな ものにした.万 歳山の地券は次のようなもので

民有地第二種が適用されていた.
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第百十7」二号

地券之証

中村 今在家村 築山村 大谷村 大橋村 竹之内村 岡崎村 北角村

鎌田村

大和国葛下郡 当麻村 磯野村 長尾村 野口村 市場村 尺土村 勝根村 池田村

西田井村 木戸村 五位堂村

同郡十八ケ村試方

字万歳郷山瞼岨
一一山反別百試町四反六畝廿試歩21)

但立木無之

東西道限

南北河内国境限

此山税米壱石四升五合弐夕

右検査之上授与之

明治八年四月

(1875)

奈良県権令 藤井千尋

中属冨永伯

明治22年(1889)の 町村制施行にともない旧村の封鎖性を打破するため入会林野を町村

財産とし,そ れが不可能な場合で も町村の一部である区有の財産とされた.町 村制以前に

は前述 もしたように林野所有権は官有 と民有の二種に限られ,公 有林野は法律上,存 在 し

なくなった.し か し実態 としては入会林野であったことには変 りがなく,本 質的変化をと

もなうことなく行政の上に位置づけられることになった.万 歳山の場合,行 政上は陵西 ・

磐園 ・当麻 ・磐城 ・五位堂の5行 政村にまたがっていたから特定の行政村に含めることが

できなか った.「 奈良県葛下郡元竹 ノ内村外十七ケ村二方共有山組合」を再編成 して,そ

れまであった組合にかえた.規 約はほぼ従前の慣行を踏襲してお り,本 質的には大 きな変

化がなかったと考えられる.

奈良県葛 ド郡元竹ノ内村外十七ケ村二方共有山組合規約

大和鴎 ド翫 竹ノ内村嘱 舘 究掩 馨畿字臓 山秣山反別六拾三町三畝歩同郡元竹ノ内村当麻

村大橋村西中村勝根村鎌 田村五 位堂村野 口村及西 田井方大 谷村及北角方池 田村 市場村 築山村磯野村

尺土村長尾村木戸村今在家村岡崎村計十八 ケ村二方土 地所有権互二有 スルハ從前 ノ如 ク,又 河 内国

石川郡 白木村大 字平石字葛城山甲九百二十五番地秣 山反別若干別紙図面之通 リ往古 ヨ リ請地 山ニシ

テ当米代金 ハ前記 共有元各村 ヨリ支出 シ,生 産物 ハ共有各村 収益 スル ノ慣行 ハ是又從前 ノ如 クナ レ

トモ時勢 ノ変遷二從 ヒ改正 ヲ要 スル ノ必要 感セ リ,故 二從前 ノ慣 行 ヲ取捨 シ将来 二施行スル本 山二

関スル左 二諸般 ノ規約 ヲ定 メ以 テ之 ヲ実行 ス

第壼 條 各村共有地又 ハ請地 山ノ論 ナク山地 二生産 スル樹木雑草ハ慣 行 ヲ存続 シ各村住民 二限 リ各

自随意 二収益 ヲ求 ムルモノ トス

第武條 本 山整理 ノ爲 メ幹事壼名,副 幹事壼 名,理 事拭名置 クモノ トス

第参條 共有 山地 ニシテ石或 ハ樹根 ヲ採掘 スベ カラズ

第四條 共有 山地 ヲー己人 ガ利益 ノ爲 メ犯ス等 ノ場合有之 トキハ幹事及理事 ハ便宜 庭分 シ,尚 止 マ

ザル トキハ其 筋へ起訴 シテ所有権 ノ安全 ヲ保護 スルモ ノ トス,但 代理 人 ヲシテ起訴爲 サシム

ル場合 二於 テハ会議 ノ評決 ヲ以定 ムル モノ トス
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第五條 共有山関係村 ノ元 一村…方 毎 二代理 者ヲ壼 名撰出 シ,是 ヲ以 テ議 員二充 ツ(但 試拾 名 ヲ置

ク),其 任期 ハ八 ケ年 トス,四 年毎 二半数抽籔 ヲ以 テ改撰 ス,但 再撰スルモ妨 ナシ.

〔中略〕

第七條 幹事,副 幹事ハ共有山 二係 ル諸般 ノ事 務 ヲ整理 シ,理 事以下 ヲ監督 スル ヲ以 テ責任 トス

但幹事副幹事 ハ議員中 ヨ リ亙撰 シ,其 任期ハ八ケ年 トス

〔中略〕

第拾條 理事 ハ幹事ウ補佐 シ,会 計事務 ヲ分憺 ス・レモ ノ トス

但理事 ハ從前 ノ慣 行ヲ甚斗酌 シ,元 十八 ケ村二方 壼 ケ年 毎二 ニケ村宛順次交迭 ス

〔巾略〕

第拾八條 経費賦課方ハ從前 ノ慣i-TJヲ存続 シ(鎌 戸面 数割)元 各村代理 者ヨリ収入 スルモノ トス

〔中略〕

第威拾條ff:/-有者ニシテ第三 條 ヲ違背 シ/レ 持ハ五拾銭以上,__]>1円以 ド,第 四條 ヲ犯 シクル者ハ武

円以 ヒ,戴 拾円以下 ノ損害 ヲ徴収 スル モ ノ トス

明治 廿四年九刀四 日 会議 二於 テ前條之通議決 ス

葛 下郡磐城村大字竹内,長 尾,木 戸,尺 十,当 麻 ノ内元当麻,当 麻 ノ内元大橋,当 麻 ノ内

元 西中,勝 根,今 在家,五 位堂村大字五位堂,鎌 田,陵 西村大字 市場,野 口,野 口西代

方,大 谷,大 谷北角方,池 田,岡 崎,磐 園村大字磯野,築 山 〔代理 者氏 名省略〕

この 中 に み られ る河 内 圏 石 川郡 白 木 村 大 字 平 石 字 葛 城 山 甲925番 地 の 秣 山 は古 くか らの

請 山 で,万 歳 山 山郷 の 村 々 は河 内平 石 の 山庄 屋 に請 山銀 を納 め て い た.大 和 と河 内 の境 界

は 平 石 峠 お よび 峯 通 りで,「 河 内 大 和 之国 境 紛 無 御 座 候 」 と あ っ て明 確 で あ っ た はず で あ
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るが22),明 治初年両者間に紛議を生 じた.明 治11年(1878)に なって万歳山に入会権を有

する村 々と河内国平石,持 尾両村 との間に協定を結んでいる.

爲取換條約書

一今般地券改正二附而者,当 万歳山野山昨十年八月反別丈量御明細上申致置候処,同 山

地続其御村村字葛城山旧来当方請地二持来 リ,積 年之久キ自他之区分判然相分 リ,字

舟床之芝始 メ其余之請地全 ク当方之所有 と相心得,前 書上申之際丈量致置候処,当 春

来右野山二附而者,彼 是紛議ヲ生シ,双 方立會境界取調候処,全 ク其御村所有二相違

無之,依 而其御村方より反別上申在之処,一 時之粗忽よ り再度上申仕候儀二付,昨 年

ヒ帳二電二相成候字舟床芝始其余夫 く御取消奉願度,依 之御調印之儀,依 願仕候処相

違無之候,依 而後証如件

明治十一年六月1七 日

(]878)大 和国四大区壷小区

葛下郡市場村,岡 崎村,池 田村 〔惣代氏名省略〕

河内国壱大区六小区

石川郡平石村,持 尾村両村総代 御中(当 麻町役場蔵)

明治30年(1897)の 森林法以後,林 野利用を積極化する施策が とられたため林業勃興の

気運を生 じ,入 会林野に対する関心 も高ま りをみせた.万 歳山についてはr明 治30年 度共

有秣山経費賦課徴収簿』によれば,近 世の鎌数割の外,面 数割,石 数割を加味して総合的

に賦課比率を定めているが(第2表),こ のような比率が何時始 まった ものであるかは朋
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第3表 万歳 山(竹 内1754番 地)区 画
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らかでない.き らに明治35年(1902)に は,村 ごとに契約 を取交 してこの比率を1,000分

比 とし,共 有地所は総て値林の目的を もって地上権を設定することとし(第1条),地 上

権設定の場所地域は各関係村民の協議を もって予め区画 を定め,公 入札に付し,地 上権を

定める ものとした(第2条).地 上権の設定に際しては(明 治36年 〈1903>共 有土地使用

契約,38年 〈1905>一 部変更),北 側(1754番 地)の24町3反1畝1歩 は村別割(大字割)

とし,南 側(1753)番 地の38町7反1畝29歩 は戸別割 として 「入札ハ共有各大字ノ住民ニ

アラサ レハ爲サシメス」23}とした.こ のよ うに北側 と南側 との間に分割方法の相違をきた

したのはすべてを戸別割にすれば林野利用が一部の富農層に限定されることにな り,貧 農

層は入会林野の利用が全 くできな くなるとの配慮のためである.し かし村別割(大字割)さ

れた区域について も大字によってはr共 有野山二関スル内約書』を定めて内部を戸別割し

たところもあった24).南 側の戸別割の区域は規約に もとついて当初は山郷集団内の村落住

民に限定 されていたが,次 第に近隣村落の住民の所有に移行し,大 正3年(1914)当 時,

加守,狐 井,有 井,良 鯖寺,出,高 田,八 木などの住民の手に移 っていることがわかる.

万歳山はこのような経過をたどりなが らも明治36年(1903)を 基点とする100年 間の長

期貸借で管理,処 分の機関 としての入会団体(郷 中)が 存続 した.そ の意味において依然

として入会林野であった.渡 辺洋三があげている入会林野の利用形態のうちの権利者住民

が区域を定めないで共同で林野を利用する共同利用形態 と各権利者ごとに一定の利用区域

が画され,各 人が自分に割 りあてられるところしか利用できない個人分割利用形態との両

タイプを合せた形態として把握することができる25).万歳山入会林野の解体は戦後で,昭

和23年(1948),共 有林万歳山売却委員会の手によって完全に私有地化 した.

む す び

金剛山地東斜面に展開する万歳山は巾世後期の万歳氏勢力圏,万 歳郷を背景とする地域

的秩序一歴史的地域一の中で形成 されたと考えられる.近 世になると前時代の遺構を継承

して次第にその枠組を固め,や がて22か村を包含する山郷集団が定着するに至った.入 会

権の放棄によって20か村 とはなったが,こ の枠組は近代 まで残存することになる.万 歳山

山郷の入会権は鎌数によって割 り当てられ,林 野は肥料,秣 用の採草地 として農業生産の

上か ら必要不可欠の存在 として重要な役割 を果 した.

明治にな り地租改正,町 村制施行などの制度上の強制と金肥の普及は次第に万歳山を解

体 させる方向に影響 し,明 治35年(1902)の 地上権設定を経て昭和23年(1948),遂 に完

全に解体するに至った.し かしながら入会林野の領域 はその後,い ずれの行政村にも含ま

れず,よ うやく昭和31年(1956)に なって行政上の整理が完了する.こ のように山郷集団

の枠組は明治行政村には生か されず,そ の範囲は5行 政村に分断 され,地 域集団 としての

まとま りは継承されなかった.

註

1.申 田薫 は明治初年の入会 または入会類似の関係 を(1)村 申入会,(2)数 村 持地入会,(3)他 村持地

入会,(4)私 有地入会 ・官有地入会,(5)卸 山 ・請 山の類型に分類 している.ま た喜多村俊夫 は

入会 の種類 としてA入 会地が入会村にのみ属 す るもの一 これを村 中入会,村 々入会に区分,

B他 村 入会,C藩 有林への入会に分類 してい る.一 般に入会林野 とい う場合は数村持地入会 二

村 々入会 を指す ことが多い.本 稿では これにしたが うこ とに した.

2.入 会林野 に共同 して入会権 を有す るムラの地域集 団を近世,山 郷 と呼びな らわした.
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Summary

Manzai-yamawhichislocatedontheeasternslopeofKongoInoし1ntains

hadbeenutilizedascommonforestamongtwenty-twocommuneswhichhad

beensubjecttoManzais.Manzaisvvasoneofthelocalpouwersgrowingon

themanorsofKofukujitempleandwascalledKokumin.

ItissaidthatthesystemandinstitutiontoutilizethisCO111mOnforest

hadalreadybeenestablishedinthelatterhalfofthemiddleagesandthose

communeshadconsistedManzai-gowhichhadbeenundertheruleofMan-

zais.

Manzai-yalnawasso-calledjointpropertybelongedtoManzai-goandhad

beendevidedamongneithercommunesnorfarmsthroughtheYedoera.

ThoughthisgroupofcommunesdecreaseditsnumberinthemiddleofYedo

erawhentwocommuneswithdrewfromit,thesecommuneshadbeenuni-

fiedasasango-groupandfunctionedastheinstitutiontomanagethe

commonforestuptomodernages.

In1903--1905whenmoreintensiveuseofcoanrnonforestinterestedthe
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r

peopleinthisdistrict, ,thishistoricalcommonforestwasdevidedandredis-

tributedintwoways1)northernpart,amongsangomembertwentycom-

munes2)southernpart,amongalltheindividualfarmsinthearea .In

thisstageoftransformationinforestownership,thesango-groupsustained

itanddidnotlooseninter-communalrelations. .Butin1948whentheremain-

ednorthernpartwasdevidedaswellamongindividualfarms ,forest

union,theformersango,lostitsraisond'etreandManzai-yamaascommon

forestdissolvedfinally.


